
 

競技用車いす等レンタル規程 

１． 目 的 

一般社団法人日本車椅子ハンドボール連盟（以下、連盟） は、 連盟が所有する競技用車いす等
を貸出することにより、車いすハンドボールを体験し、 競技を始めるきっかけ作りや、地域で日常
的に運動・スポーツに取り組める環境整備に寄与することを目的とする。 

２． 貸出用具 

​貸出用具については、次のとおりとする。 

用具 数量 備考 

東地区 西地
区 

競技用車いす 
10台 10台 

B-MAX AJ 27"SPINERGY 付５台 

B-MAX AJ 25"SPINERGY 付５台 

簡易ゴール  
1組 1組 

H1D000-BW 

デジタイマー 1台 1台 
UZ0110 

ハンドボール1号球 6個 6個 
H1D4000-BW 

ハンドボール2号球 6個 6個 
H2X5001-BW 

 

３． 対象者 

下記貸出の条件に沿った使用目的のある個人、団体、その他連盟が認めたものとする。 

※使用者が 18 歳未満の場合は、保護者の方等を申請者としてください。 

４． 貸出の条件 

（１） 使用目的が、学校体育授業や課外活動、競技をはじめるきっかけ作りや、地域で 

日常的に運動・スポーツに取り組める環境作りであり、営利目的ではないこと。 

 



 

（２） 貸出時に、申請者もしくは使用者が使用方法に関するレクチャーを受けること。 

（３） 連盟に許可なく第三者に貸与することはできない。 

（４）登録チームに限り、練習会等チームの発展及び、車いすハンドボールの普及に寄与する活

動であり、営利目的でないこと。 

※車いすハンドボールに関する活動でない場合に、貸与を希望する場合は事業実施の中で車い

すハンドボールの紹介やチラシの掲示を明確に行ってください。 

※連盟の大会や体験会などイベントなどが開催される場合は、連盟のイベントが優先されます。 

５． 貸出期間・台数 

（１） 貸出期間は、貸出日・返却日を含めて要相談とする。 

（２） 貸出期間の延長、台数及び回数等については、要相談とする。 

６． 申請及び決定 

（１） 申請書（様式１）に必要事項を記入し、連盟に提出すること。用具貸出が決定し 

た場合、連盟は決定通知書（様式２）により、申請者に通知する。 

（２） 申請期間は、3 か月前の月の初日から原則 1 か月前までとする。なお、貸出期間 

が同一の申込みが複数あった場合は、原則として初回利用者を優先とし、先着順とする。 

（３） 貸出期間の延長を希望する場合は、返却日 14 日前から 7 日前までに申請するこ 

と。 

７． 用具の貸出及び返却方法 

貸出・返却は、 該当地区担当が立会いの下、 用具の損傷・破損などがないか点検を行い、 

直接、受け渡しを行うものとする。 

【地区担当】 

東地区： 中島昭博 

西地区： 安田孝志 

【対応時間】 平日９：00～16：00（受付 15：00 まで） 

８． 費用等 

（１） 競技用車いすは、1 台当たり 2 日 1,000 円とする。それ以上の場合は１日につき 

500 円加算とする。 

 



 

※貸出年度のチーム登録を既に終えているチーム・選手及びそのチームの関連団体は無償とす

る 

※関連団体とは、登録チームを運営する企業や団体、登録チームの下部組織などである 

（２） その他の用具は無償とする。 

（３） 貸出時に車いすフィッティング等の取扱いのレクチャーを受けること。 

（４） 運搬費用については、使用者が負担すること。 

９． 用具の維持管理 

（１） 貸出期間中の用具の維持管理については、申請者が行うものとする。 

（２） 用具は、屋内で保管すること。 

（３） 貸出用具に損傷・破損・損失などが生じた場合は、速やかに連盟に連絡し、状況によって、
申請者に対して修繕費もしくは同等の製品を請求する場合がある。また、修繕等の対応につい

ては連盟と協議の上で行うこととする。 

※基本的に運搬時含めて貸与期間に発生した損傷・破損・損失は申請者の責任になります。 

損傷・破損・損失の一部例を下記に提示しています。必ずご確認ください。 

１０．安全管理 

申請者は、使用者等の安全確保に十分配慮するものとし、貸出した用具により万一事故等が発

生したときは、申請者の責任において対応するものとする。 

 

【問合せ・申請先】 

普及委員会（用具等管理担当）　 

fukyu_jwhf@googlegroups.com 

 

 

mailto:fukyu_jwhf@googlegroups.com


 

損傷・破損・損失の一部例 

※あくまでも一部例です。この限りではございません。 

※費用は資料作成時の参考価格です。メーカーにより異なります。 

※別途工賃等がかかる場合もございます。 

損傷・破損・損失 概要 費用 

タイヤパンク タイヤチューブ購入 
パンクした部位のみをシール等で修復する方法
ではなくチューブの交換となります 

1430円／本 

ラチェット破損 ラチェット購入 24000円 

スポーク 
（スピナジー）破損 

スポーク調整・交換 
全車スピナジーを使用しています 

1540円／本 

ベルト破損・紛失（下
腿・大腿） 

ベルト購入 1210円 

車いす本体紛失 車いす購入 38万円〜 

ホイール紛失 タイヤ購入 143000円 

 

 

 


